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学 校 納 入 金 に つ い て学 校 納 入 金 に つ い て

学校教育に必要な個人負担経費を学校納入金といいます。下記の金額等が必要にな

りますのでご承知ください。また、横浜市立学校では、学校納入金に関する学校と保

護者の皆様との関係を明確にするために承諾書を提出していただいております。ご協

力をよろしくお願いいたします。

１ 学年別年間納入金

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

円 円 円 円 円 円学 年 費 6,050 6,050 6,600 7,150 7,150 7,150

× 月 × 月 × 月 × 月 × 月 × 月550 11 550 11 600 11 650 11 650 11 650 11ｹ ｹ ｹ ｹ ｹ ｹ

３，７００ 円×１１ヶ月＝４７，０００円給 食 費

３００円×１２ヶ月＝３６００円ＰＴＡ会費

○その他、年度当初、スポーツ振興センター掛金等の臨時時徴収金が含まれます。

１ 口座振替について

（１）学年費・給食費

学年費は５月に一括の引き落としになります。給食費は毎月の引き落としで、

年度当初の４・５月分、年度末の２・３月分は、まとめて口座振替されます。

（２）ＰＴＡ会費

ＰＴＡ会費は、１家庭年間まとめて、１２ヶ月分、計３，６００円を５月に口

座振替されます。兄弟がいる場合は、一番上のお子さまより納入させていただきま

す。未納の場合は、現金でＰＴＡ会計へ直接納入いただくことになります。転出・

退学の場合は、転出の翌月より３月分までを返金をいたします。

（３）社会科見学・宿泊体験学習等の行事等実施の経費について

遠足・社会科見学・宿泊体験学習などの必要経費については、受益者負担金とし

て臨時徴収をします。その場合には、必要な経費の納入金額について、その都度お

知らせいたします。

３ 納入方法

（１）口座振替日について

口座と振替日は、毎月、６日（祝祭日の場合は、翌日）です。

６日に残不足等により振替できなかった場合は、１６日に再度、口座振替がされま

すがそれにも間に合わなかった場合は、次の月に加算され、口座振替されます。

最終的に，年度末口座振替ができなかった場合は、現金でいただくことになります

ので、残不足のないようにご協力をお願いいたします。

（２）その他

郵便局振替手数料は、年額１００円です。ＰＴＡ会費の手数料は、ＰＴＡが支払

いますのでかかりません。


